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私達は、患者様とその御家族の立場に立った医療の推進に努めます

平成31年4月から神経内科医師とし

て勤務しております、川北梨愛（りえ）

と申します。これまで香川大学医学部

付属病院、坂出聖マルチン病院で、神

経内科医として勤務してきました。私

は生まれも育ちも香川県高松市です。

当院は小高い丘の上にあるので、香

川県庁やシンボルタワー、瀬戸内海が

よく見えます。自分の生まれ育った高

松が一望できる環境で、新たに勤務で

きることを心より嬉しく思っています。

当院には多くの神経難病の患者さん

が通院、療養されており、患者さんや

そのご家族と関わっていく中で、病気

の治療だけでなく、療養生活の調整に

も関わらせていただくことが多く、急

性期病院とは違った役割のある病院だ

と実感しております。日々の診療のな

かで、患者さんがどういったことを必

要とされているのか、学ばせていただ

くことが多いです。これから皆様の療

養生活がより良いものになるよう、サ

ポートをさせていただきたいと考えて

おります。お困りのことがありました

ら、何でも気軽にご相談していただけ

ると幸いです。

神経内科医としてはまだまだ至らぬ

点も多いことかと思いますが、頑張り

ますので、今後ともよろしくお願いい

たします。

新 任 医 師 の ご 紹 介

画像診断検査のご案内
当院では先生方からのご紹介による、Ｍ

ＲＩやＣＴ等の画像診断機器の検査予約を

行なっております。ＭＲＩ、ＣＴ共にご紹

介頂いた当日でも検査を受けて頂けるよう

予約枠を設けております。

検査結果は、放射線科医の所見と共にご

紹介頂きました先生へ1週間以内にお知ら

せ致します。また、撮影した検査画像はそ

の場で患者様にお渡しすることもできます。

まずは地域医療連携室までご連絡下さい。
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画像診断検査のご予約は地域医療連携室まで
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療育指導室は、神経・筋難病を原因とする重度障害

者(児)の患者様の長期療養病床を有する病院に、生活

全般の援助や指導、また、ご家族や外部の関係機関と

の調整などを目的に設置されている部門です。当院で

も、筋ジストロフィーの診療を開始するにあたり、平

成31年4月より療育指導室を開設し、療育指導科長

（統括診療部長兼任）、児童指導員1名、保育士1名の

計3名を配置致しました。

児童指導員は、患者様の心理・社会福祉の視点から

のサポートや患者様をとりまく支援者のお手伝いなど

をさせて頂きます。保育士は患者様に寄り添いながら、

個々の生活習慣にあった働きかけをさせて頂きます。

また季節を感じられる環境設定も行っています。

他職種と連携し、患者様ひとりひとりを大切にし、

快適に充実した療養生活が送れる環境作りを行うこと

が療育指導室の役割です。そのためには、患者様、ご

家族様、職員の『思い』をできるだけ実現できるよう、

たくさんの『声』をすくい上げて参りたいと思います。

当院では障害児の患者様への関わりは少ないですが

児・者の区別なく、全ての対象患者様に積極的に関わ

りたいと思っています。開設して間もない部門ではあ

りますが、存在価値を発揮できるよう、がんばりたい

と思いますので、どうぞよろしくお願い致します。
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療育指導室のご紹介

医療型短期入所はじめました
医療型短期入所とは

療育指導室スタッフ

介護者の休息のため、また、何らかの理由で介護が困難になった際に利用できます。

施設ではなく病院に入所することで、重度の難病患者さんは医療と介護両方のサービスを受けることが可能です。

対 象 者

1．下記の障害者（治療が必要になれば、当院で入院に変更致します）

・ALS等、気管切開を伴う人工呼吸管理をおこなっている障害支援区分6の神経難病患者

・障害支援区分5以上の筋ジストロフィー患者

・障害支援区分5以上の重症心身障害者

2．18歳以下の障害児（治療が必要になれば、小児科がないため転院）

サ ー ビ ス 内 容

入浴や排泄、食事の援助に加え、人工呼吸器や気管切開の管理、経管栄養等、日常生活に必要な医療的ケアを

おこないます

＊医療費については特定疾患受給者証の利用が可能です

上記の対象に当てはまらない方でも、気管切開をおこなっている、また、酸素吸入や経管栄養をおこなってい

る等、医療依存度の高い神経難病患者さんについては、レスパイト入院（介護者の休息のための入院）をお引

き受けしておりますので、お気軽に地域医療連携室までご相談下さい。

病棟での環境設定


